
 

③③北北里里大大学学大大学学院院医医療療系系研研究究科科ににおおけけるる個個人人情情報報のの保保護護にに関関すするる取取りり扱扱いい内内規規

目 的

第１条 この内規は、北里大学における個人情報の保護に関する基本規程第２２条の規定にもとづき、医療系研究

科（以下「研究科」という。）における個人情報保護の取り扱いに関し必要な事項を定める。

個人情報保護管理者

第２条 研究科における個人情報保護管理者等の区分は次のとおりとする。

管理責任者：医療系研究科長

副管理責任者：医療系研究科事務室事務長

個人情報の収集及び管理

第３条 研究科が保有する学生等に関する個人情報の種類・利用目的等、及び管理責任者・利用者等、ならびに保

管方法等については、別表１のとおりとする。

個人情報の開示及び訂正等

第４条 学生等からの自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等の請求は、必要な事項を明記した文書（様式第

１号）を医療系研究科長あてに提出するものとする。

２ 前項により、個人情報の全部又は一部を開示等しないときは、医療系研究科長はその理由を文書（様式第２号）

により本人に通知するものとする。

学部等委員会

第５条 研究科における個人情報の保護に関する事項を審議するために、北里大学大学院医療系研究科個人情報保

護委員会（以下「学部等委員会」という。）を置く。

２ 学部等委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

医療系研究科長（委員長）

医療系研究科事務室事務長

医療系研究科医学専攻主任

医療系研究科医科学専攻主任

医療系研究科教育委員会委員長

医療系研究科入試委員会委員長

その他、医療系研究科長が指名する者

３ 学部等委員会は、次の事項を審議する。

個人情報の収集、管理及び利用に関する事項

個人情報の開示及び訂正等に関する事項

個人情報の取り扱いに関する苦情への対応に関する事項

北里大学個人情報保護委員会から付託された事項

その他、個人情報の保護に関する重要な事項

附 則

この内規は、平成１７年６月２３日から施行する。

  

④④北北里里大大学学学学生生ににおおけけるる懲懲戒戒処処分分にに関関すするる公公表表基基準準

総則

第第１１条条 この基準は、北里大学学生 併設校学生を含む。 の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を

定めるものとする。

目的

第第２２条条 この基準は、北里大学における懲戒処分事案を公表することにより、本校の管理運営の透明性を確保す

るとともに、学生の本分に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。

公表する対象

第第３３条条 学則上の懲戒処分は原則としてすべて公表する。

ただし、公表を行った場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高い等の理由により、公表が適

当でないと学長が認めた場合にあってはこの限りではない。

２ 懲戒処分に係る標準ガイドラインは別に定める。

公表する内容

第第４４条条 個々の懲戒処分について、学部、学科、学年、学籍番号、処分年月日、処分の種類、処分の理由等の被

処分者の属性に関する情報を公表する。

２ ただし、次のいずれかに該当する場合には、原則として併せて氏名も公表する。

ア 学則に定める懲戒のうち、懲戒退学となった事案

イ 刑事事件となっている事案

ウ 本人の重大な法令違反や非行の場合で、社会に及ぼす影響の著しい事案

公表の時期

第第５５条条 懲戒処分後、原則として速やかに公表する。

公表の方法

第第６６条条 原則として、当該学部内の公示より公表する。

２ 「懲戒退学」の事案については、学校法人北里研究所ホームページへの掲載及び必要に応じて報道機関等へ

の資料配付を行う。事案の社会的影響等を考慮しながら、必要に応じて広報担当理事等による記者会見を行う

場合がある。

３ 学長が必要と判断した事案については、その他の方法を加え公表する。

４ 公示については原則として４８時間以上、ホームページへの掲載期間は１か月とする。

主管部署

第第７７条条 この基準の主管部署は、教学センター事務室とする。

規程の改廃

第第８８条条 この基準の改廃は、北里大学学部長会、北里研究所理事会の議を経て、理事長が決定する。

附附 則則

１ この基準は、平成 年 月 日から施行する。

１ この基準は、平成 年 月 日から施行する。
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（（５５））そそのの他他

①①北北里里大大学学大大学学院院テティィーーチチンンググ・・アアシシススタタンントト規規程程

趣旨

第１条 本学における大学院の教育研究の充実振興及び学部教育の充実並びに後継者の育成を図るため、本学大

学院にティーチング・アシスタント 以下「 」という。 を置くことができる。 の取扱いについては、こ

の規程の定めるところによる。

業務

第２条 は、 群科目、 群科目及び 群科目につき、当該授業科目の担当教員の指示監督の下に、次の授業

の補助等を行うことを業務とする。

講義及び演習の補助

実験・実習の補助 技術上の助言、準備及び機器の整備等を含む。

２ 十分な教育効果を上げることができると授業担当教員が認めた場合は、指導計画に基づき、 に授

業の一部を分担させることも可能とする。ここでいう「授業の一部」とは、一の授業科目において行われる各

回の授業の一部を分担するのみならず、１回の授業の全部を担当することも認められる。ただし、授業科目に

おける大半の授業を が担当することは原則として認められない。

３ 前２項に定める授業の一部を分担した場合の授業担当教員と の役割分担及び責任関係については、別に定

める。

採用資格

第３条 は、本学大学院の正規の課程に在籍する者で、建学の理念を理解し、人物及び識見が優れ、成績優

秀な大学院生の中から採用する。

２ の採用資格及び選考基準は、大学院各研究科及び学府 以下「研究科等」という。 において内規を定め

る。

採用期間

第４条 の採用期間は、 年以内とする。ただし、必要に応じ 年以内を単位として改めて採用することがで

きる。

２ 月までに入試が完了している研究科等の 年次生及び 年次生以上 以下「 次募集生」という。 並びに

月以降に当該年度の入試を行う研究科等の 年次生 以下「 次募集生」という。 で になる者の採用の始期

は 月 日、終期は翌年 月 日とする。

採用人数

第５条 大学院博士課程及び博士後期課程 以下「大学院博士課程」という。 の の採用人数は、各研究科等で

定める。

２ 大学院修士課程及び博士前期課程 以下「大学院修士課程」という。 の の採用人数は、 を必要とする学

部及び一般教育部 以下「学部等」という。 で定める。

授業科目の基準

第 ６ 条 を採用する場合の授業科目の基準は、 人につき次のとおりとする。

人につき

講義 受講生 人程度

演習 受講生 人程度

実験・実習 受講生 人程度

担当時間

第 ７ 条 の担当時間は、第 条第 号又は第 号の業務につき、次のとおりとする。

北里大学学生の懲戒処分に係る標準ガイドライン 平成30年4月1日制定
2019年4月１日改正

退学 ※停学 謹慎 けん責 受験停止

犯罪行為 殺人、強盗、強姦、誘拐、放火などの凶悪な犯罪 ○ ○

暴力、傷害、窃盗、恐喝、詐欺行為などの犯罪 ○ ○ ○

薬物犯罪 ○ ○

痴漢、のぞき、盗撮行為 ○ ○ ○

コンピュータ、SNSの不正使用等による悪質な行為 ○ ○

コンピュータ、SNSの不正使用による不適切な行為 ○ ○ ○

飲酒行為 飲酒を強要し死に至らしめる行為 ○ ○ ○

飲酒を強要し急性アルコール中毒等の被害を与える行為 ○ ○ ○

満20歳未満の学生と知りながら飲酒を勧める行為 ○ ○ ○

満20歳未満の学生の飲酒行為 ○ ○ ○

交通事故 飲酒運転

酒酔い ○ ○

人身事故 ○

酒気帯び ○ ○ ○ ○

人身事故 ○ ○

措置義務違反 ○ ○ ○ ○

飲酒運転車両への同乗等 ○ ○ ○

飲酒運転以外での人身事故

死亡又は重篤な傷害 ○ ○ ○

措置義務違反 ○ ○ ○

傷害 ○ ○

措置義務違反 ○ ○ ○

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等悪質な交通法規違反 ○ ○ ○

物損・措置義務違反 ○ ○

ハラスメント 法人の「人権侵害事案に係る懲戒処分基準ガイドライン」に準じる ○ ○ ○ ○

試験 カンニング等の不正行為 ○ ○

その他 本大学の教育の趣旨に背き、又は学生の本分に反する行為 ○ ○ ○ ○ ○

※　原則として停学は無期停学とするが、状況を勘案し有期停学とすることができる。

１．個別の事案の内容によっては、下記事項を勘案し、処分の加重、軽減を行うことがある。

　(1) 本ガイドラインに掲げる処分より加重することがある場合

　　　① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

　　　② 非違行為の学内外に及ぼす影響が特に大きいとき

　　　③ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

　　　④ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

　　　⑤ その他上記に準ずる理由があると認められるとき

　(2) 本ガイドラインに掲げる処分より軽減することがある場合

　　　① 学生が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

　　　② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

　　　③ その他上記に準ずる理由があると認められるとき

２．本ガイドラインに掲げられていない非違行為は、本ガイドラインを参考として判断し、懲戒処分とすることがある。

　　　例) 満20歳未満の学生の喫煙などの非違行為

事  由
懲戒処分
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める。

採用資格

第３条 は、本学大学院の正規の課程に在籍する者で、建学の理念を理解し、人物及び識見が優れ、成績優

秀な大学院生の中から採用する。

２ の採用資格及び選考基準は、大学院各研究科及び学府 以下「研究科等」という。 において内規を定め

る。
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きる。

２ 月までに入試が完了している研究科等の 年次生及び 年次生以上 以下「 次募集生」という。 並びに

月以降に当該年度の入試を行う研究科等の 年次生 以下「 次募集生」という。 で になる者の採用の始期

は 月 日、終期は翌年 月 日とする。

採用人数

第５条 大学院博士課程及び博士後期課程 以下「大学院博士課程」という。 の の採用人数は、各研究科等で

定める。

２ 大学院修士課程及び博士前期課程 以下「大学院修士課程」という。 の の採用人数は、 を必要とする学

部及び一般教育部 以下「学部等」という。 で定める。

授業科目の基準

第 ６ 条 を採用する場合の授業科目の基準は、 人につき次のとおりとする。

人につき

講義 受講生 人程度

演習 受講生 人程度

実験・実習 受講生 人程度

担当時間

第 ７ 条 の担当時間は、第 条第 号又は第 号の業務につき、次のとおりとする。

北里大学学生の懲戒処分に係る標準ガイドライン 平成30年4月1日制定
2019年4月１日改正

退学 ※停学 謹慎 けん責 受験停止

犯罪行為 殺人、強盗、強姦、誘拐、放火などの凶悪な犯罪 ○ ○

暴力、傷害、窃盗、恐喝、詐欺行為などの犯罪 ○ ○ ○

薬物犯罪 ○ ○

痴漢、のぞき、盗撮行為 ○ ○ ○

コンピュータ、SNSの不正使用等による悪質な行為 ○ ○

コンピュータ、SNSの不正使用による不適切な行為 ○ ○ ○

飲酒行為 飲酒を強要し死に至らしめる行為 ○ ○ ○

飲酒を強要し急性アルコール中毒等の被害を与える行為 ○ ○ ○

満20歳未満の学生と知りながら飲酒を勧める行為 ○ ○ ○

満20歳未満の学生の飲酒行為 ○ ○ ○

交通事故 飲酒運転

酒酔い ○ ○

人身事故 ○

酒気帯び ○ ○ ○ ○

人身事故 ○ ○

措置義務違反 ○ ○ ○ ○

飲酒運転車両への同乗等 ○ ○ ○

飲酒運転以外での人身事故

死亡又は重篤な傷害 ○ ○ ○

措置義務違反 ○ ○ ○

傷害 ○ ○

措置義務違反 ○ ○ ○

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等悪質な交通法規違反 ○ ○ ○

物損・措置義務違反 ○ ○

ハラスメント 法人の「人権侵害事案に係る懲戒処分基準ガイドライン」に準じる ○ ○ ○ ○

試験 カンニング等の不正行為 ○ ○

その他 本大学の教育の趣旨に背き、又は学生の本分に反する行為 ○ ○ ○ ○ ○

※　原則として停学は無期停学とするが、状況を勘案し有期停学とすることができる。

１．個別の事案の内容によっては、下記事項を勘案し、処分の加重、軽減を行うことがある。

　(1) 本ガイドラインに掲げる処分より加重することがある場合

　　　① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

　　　② 非違行為の学内外に及ぼす影響が特に大きいとき

　　　③ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

　　　④ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

　　　⑤ その他上記に準ずる理由があると認められるとき

　(2) 本ガイドラインに掲げる処分より軽減することがある場合

　　　① 学生が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

　　　② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

　　　③ その他上記に準ずる理由があると認められるとき

２．本ガイドラインに掲げられていない非違行為は、本ガイドラインを参考として判断し、懲戒処分とすることがある。

　　　例) 満20歳未満の学生の喫煙などの非違行為

事  由
懲戒処分
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